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平成２９年７月１６日からの大雨による被害状況について（第２報） 

 

                                    平成 29年 7月 16日 18時 00分現在 

                                    秋 田 県 災 害 連 絡 室 

                                    下 線 部 は 前 回 か ら の 変 更 点 

 

 今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。 

１ 気象情報 

種別 発表日時 解除日時 状況 対象地域 

 

 

 

 

大雨警報 

（浸水害） 

 

7月 16日 

 6時 46分 

  

 

 

 

 

 

発令中 

五城目町、井川町 

7月 16日 

 8時 00分 

 鹿角市、上小阿仁村 

7月 16日 

 9時 34分 

 北秋田市 

7月 16日 

11時 43分 

 秋田市 

7月 16日 

 12時 23分 

 男鹿市 

7月 16日 

13時 14分 

 八郎潟町 

7月 16日 

14時 34分 

解除済 大潟村 

7月 16日 

15時 35分 

7月 16日 

16時 25分 

解除済 にかほ市 

 

 

 

 

 

大雨警報 

（土砂災害） 

 

7月 16日 

 7時 08分 

  

 

発令中 

鹿角市、五城目町、井川町 

7月 16日 

 9時 34分 

 大館市、北秋田市、上小阿仁村、 

三種町、仙北市 

7月 16日 

 10時 32分 

7月 16日 

15時 35分 

解除済 能代市 

7月 16日 

 11時 43分 

 発令中 

 

秋田市、潟上市 

7月 16日 

14時 34分 

解除済 藤里町 

7月 16日 

12時 23分 

  

発令中 

男鹿市 

7月 16日 

 13時 14分 

 八郎潟町 

 

 

 

 

 

 

洪水警報 

7月 16日 

 7時 08分 

  

 

 

発令中 

三種町、仙北市 

7月 16日 

 8時 00分 

 大館市、鹿角市、北秋田市、五城目町 

7月 16日 

 9時 34分 

 上小阿仁村 

7月 16日 

 10時 32分 

7月 16日 

15時 35分 

解除済 能代市 

 発令中 小坂町、井川町、秋田市、八郎潟町 

7月 16日 解除済 小坂町 
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14時 34分 

7月 16日 

 11時 43分 

  

発令中 

潟上市 

7月 16日 

12時 54分 

 男鹿市、大潟村 

 

 

 

 

 

 

土砂災害 

警戒情報 

7月 16日 

 8時 19分 

7月 16日 

16時 25分 

 

 

 

 

 

 

 

解除済 

鹿角市 

7月 16日 

 10時 10分 

7月 16日 

17時 25分 

北秋田市、上小阿仁村 

7月 16日 

11時 50分 

7月 16日 

17時 25分 

秋田市 

7月 16日 

12時 10分 

7月 16日 

15時 10分 

潟上市 

7月 16日 

12時 34分 

7月 16日 

15時 10分 

男鹿市、井川町 

7月 16日 

17時 25分 

五城目町 

7月 16日 

12時 47分 

7月 16日 

15時 10分 

三種町 

7月 16日 

16時 25分 

大館市 

7月 16日 

17時 25分 

仙北市 

7月 16日 

13時 25分 

7月 16日 

15時 10分 

八郎潟町 

 

２ 人的被害 

  なし 

３ 建物被害等 

市町村名 

住家被害（棟） 非住家被害（棟） 
公共 

施設 
その他 

全壊 半壊 
一部 

破損 

床上 

浸水 

床下 

浸水 
全壊 半壊 

一部 

破損 
浸水 

三種町     1       

五城目町     1       

            

計     2       

 

（被害状況の内訳） 

 ・ 三種町    住家床下浸水 1（下岩川） 

・ 五城目町   住家床下浸水 1（内川湯ノ又） 

４ 避難の状況等 

（１）避難勧告等の発令 

○避難勧告 

市町村 地区名 発令日時 対象世

帯数 

対象人数 避難先 備考 
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三種町 下岩川 

長面 

7月 16日 

12時 00分 

106 262 長面自治会館  

下岩川達子・

舘ノ下 

7月 16日 

16時 35分 

96 274人 向達子生活改善セン

ター 

 

 

 

五城目町 

大川  

7月 16日 

13時 55分 

104 250 大川地区公民館  

内川 

（小倉除く） 

252 603 富津内地区公民館  

馬場目 34 90 馬場目地区公民館  

馬川 9 21 馬川地区公民館  

 

 

○避難準備・高齢者等避難開始 

市町村 地区名 発令日時 対象世

帯数 

対象人数 避難先 備考 

三種町 下岩川 

達子・舘ノ下 

7月 16日 

13時 15分 

96 274 向達子生活改善 

センター 

7月 16日 

16時 35分に避

難勧告に変更 

 

（２）避難の状況   

市町村名 地区名 世帯数 人数 避難先 

三種町 下岩川長面 3 3 長面自治会館 

〃 下岩川達子・舘ノ下 1 2 向達子生活改善 

センター 

五城目町 大川 3 6 大川地区公民館 

 

５ その他 

  ・県道杉沢・上小阿仁線の通行止めに伴う孤立集落の発生 

   → 法面崩落のため 6時 50分頃から通行止めとなったことにより、上小阿仁村八木沢集落（9世帯 15名）、萩形キ 

ャンプ場（1名）が一時孤立状態となったが、11時 35分頃、土砂の撤去が完了したため孤立状態は解消。 

 

６ 警戒体制 

（１）秋田県 

  ・ 秋田県災害連絡室（室長：総合防災課長）        7月 16日  8時 19分設置 

  ・ 鹿角地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長）  7月 16日  8時 19分設置 

    →7月 16日 16時 25分廃止 

  ・ 北秋田地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長） 7月 16日 10時 10分設置 

  ・ 山本地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長）  7月 16日 10時 50分設置 

  ・ 仙北地域振興局地域災害連絡室（室長：地域企画課長）  7月 16日 12時 47分設置 

     →7月 16日 17時 25分廃止 

（２）市町村 

・ 上小阿仁村災害警戒部（部長：住民福祉課長）      7月 16日  9時 00分設置 

・ 鹿角市災害警戒対策室（室長：総務課長）        7月 16日  9時 10分設置 

  →7月 16日 17時 15分廃止 

・ 仙北市災害警戒部（部長：危機管理監）         7月 16日  9時 30分設置 

  →仙北市災害連絡室に改組（室長：総合防災課長）    7月 16日 17時 45分設置 

・ 北秋田市災害警戒部（部長：総務部長）         7月 16日 10時 22分設置 

・ 五城目町災害対策室（室長：住民生活課長）       7月 16日 11時 00分設置 

・ 三種町災害対策警戒部（部長：副町長）         7月 16日 10時 50分設置 
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    →三種町災害対策本部に改組（本部長：町長）       7月 16日 11時 15分設置 

・ 秋田市災害警戒対策室（室長：防災安全対策課長）    7月 16日 11時 50分設置 

→7月 16日 17時 30分廃止 

・ 男鹿市災害対策警戒部（部長：副市長）         7月 16日 12時 34分設置 

→7月 16日 16時 00分廃止 

・ 大館市災害警戒対策室（室長：危機管理課長）      7月 16日 12時 50分設置 

・ 潟上市災害警戒部 （部長:総務課長）          7月 16日 13時 00分設置 

・ 井川町災害警戒対策室（室長：町民課長）        7月 16日 13時 27分設置 

→7月 16日 17時 20分廃止 

・ 八郎潟町災害対策室（室長：町民課長）         7月 16日 14時 00分設置 

 

 

 【お問い合わせ先・連絡先】 

秋田県 総合防災課 危機管理・防災支援班 

ＴＥＬ ０１８（８６０）４５６３ 


